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文京区アカデミー推進計画 検討経過 
１．文京区アカデミー推進計画に関する実態調査 

○調査目的 

文京区アカデミー推進計画の改定に向けた基礎情報として、同計画が対象とする生涯

学習・スポーツ・文化芸術・観光振興・国際交流の５つの分野に関する区民の意識や活

動の実態を把握することを目的として実施した。 

○調査対象者・調査方法 

区内在住の満20歳以上の全区民から2,000名を無作為抽出し、郵送により調査を実施し

たところ、915名から回答があった。 

○調査内容 

生涯学習、スポーツ、文化芸術、観光、国際交流に対する意識や活動の実態及び要望

を把握し、平成27年度に行うアカデミー推進計画の改定及び今後の生涯学習等の振興

のための基礎資料を得ることを目的とし、さらに東京オリンピック・パラリンピックについて

の意識調査の項目も含め、全体で49問とした。 

項目 設問数 

基本属性 ７問 

生涯学習 ６問 

スポーツ ６問 

文化芸術 ７問 

観光 ６問 

国際交流 ８問 

東京オリンピック・パラリンピック ３問 

計画全般 ５問 

その他 １問 

○調査期間 

平成26年10月２日から平成26年10月15日まで 

 

２．文京区アカデミー推進協議会経過 

  開催日 主な検討内容 

第１回 
平成27年 

４月22日（水） 

・委嘱 

・アカデミー推進計画の現状や課題について 

・アンケート調査集計結果について 

第２回 
平成27年 

５月27日（水） 

・アンケート調査集計結果について（文京区の現状、課題につい

ての共有） 

・推進計画の基本理念、目標、基本方針のイメージについて 

・分科会の進め方について 

第３回 
平成27年 

７月22日（水） 

・平成26年度の進捗状況の評価の報告 

・各分科会中間報告 

・推進計画の横断的施策のイメージについて 
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  開催日 主な検討内容 

第４回 
平成27年 

８月18日（火） 

・各分科会より分野別体系（案）について 

・計画の理念・目標・横断的施策（案）について 

・計画の構成について 

第５回 
平成27年 

10月23日（金） 

・アカデミー推進計画 素案（案）・総論について 

・アカデミー推進計画 素案（案）・５つの分野について 

・アカデミー推進計画 素案（案）・横断的施策について 

第６回 
平成28年 

１月18日（月） 

・「文京区アカデミー推進計画」素案 意見募集の結果報告 

・アカデミー推進計画（案）について 

・アカデミー推進計画の評価方法（案）について 

 

３．文京区アカデミー推進協議会分科会経過 

（１）生涯学習分科会経過 

  開催日 主な検討内容 

第１回 
平成27年 

６月９日（火） 

・アカデミー推進計画の生涯学習分野における平成26年度の進

捗状況の評価 

・文京区の特徴や課題の検討（ワークショップ方式） 

第２回 
平成27年 

６月23日（火） 

・分野別計画において取り組んでいく方向性の検討（グループ座

談会） 

第３回 
平成27年 

７月７日（火） 

・分野別計画の新しい体系案について、基本目標・基本的な方

向を検討 

第４回 
平成27年 

８月４日（火） 

・分野別計画の新しい体系案での事業の振り分けについて 

・新体系案の確認 

 

（２）スポーツ分科会経過 

  開催日 主な検討内容 

第１回 
平成27年 

６月３日（水） 

・アカデミー推進計画のスポーツ分野における平成26年度の進

捗状況の評価 

・文京区の特徴や課題の検討（ワークショップ方式） 

第２回 
平成27年 

６月24日（水） 
・分野別計画において取り組んでいく方向性の検討 

第３回 
平成27年 

７月15日（水） 

・分野別計画の新しい体系案について、基本目標・基本的な方

向を検討 

第４回 
平成27年 

８月３日（月） 

・分野別計画の新しい体系案での事業の振り分けについて 

・新体系案の確認 

 

（３）文化芸術分科会経過 

  開催日 主な検討内容 

第１回 
平成27年 

６月３日（水） 

・アカデミー推進計画の文化芸術分野における平成26年度の進

捗状況の評価 

・文京区の特徴や課題の検討（ワークショップ方式） 

第２回 
平成27年 

６月17日（水） 

・アカデミー推進計画に関わる文京区の現状把握と課題につい

て（ワークショップ方式） 

・分野別計画において取り組んでいく方向性の検討（ワークショッ

プ方式） 
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  開催日 主な検討内容 

第３回 
平成27年 

７月８日（水） 

・分野別計画の新しい体系案について、基本目標・基本的な方

向を検討 

第４回 
平成27年 

８月12日（水） 

・分野別計画の新しい体系案での事業の振り分けについて 

・新体系案の確認 

 

（４）観光分科会経過 

  開催日 主な検討内容 

第１回 
平成27年 

６月10日（水） 

・アカデミー推進計画の観光分野における平成26年度の進捗状

況の評価 

第２回 
平成27年 

６月29日（月） 

・分野別計画において取り組んでいく方向性の検討（ワークショッ

プ方式） 

第３回 
平成27年 

７月13日（月） 

・分野別計画の新しい体系案について、基本目標・基本的な方

向を検討 

第４回 
平成27年 

８月７日（金） 

・分野別計画の新しい体系案での事業の振り分けについて 

・新体系案の確認 

 

（５）国際交流分科会経過 

  開催日 主な検討内容 

第１回 
平成27年 

６月４日（木） 

・アカデミー推進計画の国際交流分野における平成26年度の進

捗状況の評価 

・文京区の特徴や課題の検討（ワークショップ方式） 

第２回 
平成27年 

６月25日（木） 
・分野別計画において取り組んでいく方向性の検討 

第３回 
平成27年 

７月７日（火） 

・分野別計画の新しい体系案について、基本目標・基本的な方

向を検討 

第４回 
平成27年 

８月６日（木） 

・分野別計画の新しい体系案での事業の振り分けについて 

・新体系案の確認 

 

４．文京区アカデミー推進本部経過 

  開催日 主な検討内容 

平成26年度 

第１回 

平成26年 

７月16日（水） 
・「文京区アカデミー推進計画の改定」について 

第２回 
平成27年 

１月21日（水） 
・文京区アカデミー推進計画に関する実態調査結果について 

平成27年度 

第１回 

平成27年 

11月11日（水） 
・「文京区アカデミー推進計画」素案について 

第２回 
平成28年 

１月27日（水） 
・「文京区アカデミー推進計画」（案）について 
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文京区アカデミー推進協議会 名簿 
分 野 氏 名 団体名・役職等 所属分科会 

学識経験者 水越 伸 東京大学大学院情報学環教授 文化芸術  

学識経験者 久松 佳彰 
東洋大学国際地域学部 

国際地域学科教授 
国際交流  

学識経験者 青木 和浩 
順天堂大学スポーツ健康科学部 

スポーツ健康科学研究科准教授 
スポーツ  

学識経験者 野口 洋平 
杏林大学外国語学部英語学科 

准教授 
観光  

学識経験者 田中 雅文 
日本女子大学人間社会学部 

教育学科教授 
生涯学習  

町会団体 金輪 精梧 文京区町会連合会 観光  

女性団体 田中 ひとみ 文京区女性団体連絡会 生涯学習  

商店街団体 上田 武司 文京区商店街連合会 文化芸術 観光 

商工団体 鈴木 秀昭 東京商工会議所文京支部 国際交流  

障害者団体 天野 亨 文京区心身障害福祉団体連合会 文化芸術  

高齢者団体 春田 孝二郎 文京区高齢者クラブ連合会 観光 文化芸術 

民生団体 平井 宥慶 文京区民生委員・児童委員協議会 文化芸術  

青少年団体 三谷 規子 文京区青少年委員会 生涯学習 国際交流 

ＰＴＡ 鴻瀬 太郎 小学校PTA連合会 スポーツ  

ＰＴＡ 三浦 徹 中学校PTA連合会 文化芸術  

生涯学習関係団体 柳澤 愈 
文京アカデミア学習推進関係委員会 

文京アカデミア講座企画委員会 
生涯学習 文化芸術 

生涯学習関係団体 塩見 美奈子 文京区生涯学習サークル連絡会 生涯学習 文化芸術 

スポーツ団体 井上 充代 文京区スポーツ推進委員会 スポーツ  

スポーツ団体 田辺 武之 文京区体育協会 副理事長 スポーツ  

文化・芸術団体 髙澤 芳郎 シエナ・ウインド・オーケストラ 文化芸術  

文化・芸術団体 牧野 恒良 公益社団法人 宝生会 文化芸術  

観光団体 白井 圭子 文京区観光協会 観光  

観光団体 荒木 時雄 公益財団法人東京観光財団 観光  

国際交流団体 佃 吉一 公益財団法人アジア学生文化協会 国際交流  

国際交流団体 森岡 隆 文京区国際交流フェスタ実行委員会 国際交流 スポーツ 

区民 小林 博 区民公募委員 生涯学習 スポーツ 

区民 増田 純 区民公募委員 生涯学習 観光 

区民 金坂 吉雅 区民公募委員 スポーツ 国際交流 

区民 黒木 美芳 区民公募委員 生涯学習 国際交流 

区民 黒田 千恵子 区民公募委員 生涯学習 スポーツ 

（公財）文京アカデミー 松井 良泰 公益財団法人文京アカデミー 文化芸術 生涯学習 

行政 小野澤 勝美 アカデミー推進部長   
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アカデミー推進協議会設置要綱 
１８文区ア第１１８号 平成１８年６月２日区長決定 

２１文アア第３５０号 平成２１年９月１日改正 

２３文アア第７０１号 平成２４年２月２０日改正 

２４文アア第１５４号 平成２４年６月１日改正 

２６文アア第１６９号 平成２６年５月１日改正 

２６文アア第１１１５号 平成２７年１月２３日改正 

 

（設置） 

第１条 文京区アカデミー推進計画の進行管理を行うため、文京区アカデミー推進協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議・検討を行う。 

 一 文京区アカデミー推進計画の進行管理に関すること。 

 二 文京区アカデミー推進計画の推進に必要な事項。 

 三 文京区アカデミー推進計画の改定に関すること。 

（構成） 

第３条 協議会の委員は、学識経験者、生涯学習関係団体、スポーツ関係団体、文化芸術

関係団体、観光関係団体、国際関係団体及び公募区民から文京区アカデミー推進本部

設置要綱第３条に規定する本部長（以下「本部長」という。）が委嘱する者２０人以内をもっ

て構成する。 

２ 本部長は、特別の事項を調査し、又は審議するため、前項に規定する委員のほか、臨時

委員を委嘱することができる。 

（任期） 

第４条 協議会の委員の任期は、２年以内とし、委員が欠けたときにおける補欠の委員の任

期は前任者の残任期間とする。 

ただし、再任を妨げない。 

２ 前項に規定する委員の任期は、委嘱した日の属する年度の４月１日からとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選任する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、委員のうちから、会長が指名する 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

（招集） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

（関係者の意見聴取） 

第７条 協議会は、必要があると認めたときは、それぞれ委員以外の者を会議に出席させて

意見を聴き、又は助言を受けることができる。 
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（幹事） 

第８条 協議会に幹事を置く。 

２ 幹事は、アカデミー推進部アカデミー推進課長、アカデミー推進部観光・国際担当課長、

アカデミー推進部スポーツ振興課長、アカデミー推進部オリンピック・パラリンピック推進担

当課長及び教育推進部真砂中央図書館長の職にある者とする。 

３ 幹事は、協議会に出席し、意見を述べることができる。 

（分科会） 

第９条 会長は、協議会の効率的運営を図るため、協議会に分科会を置くことができる。 

２ 分科会は、協議会から指定された事項について検討し、その結果を協議会に報告する。 

３ 分科会は、座長及び分科会員をもって組織する。 

４ 座長は、第３条の学識経験者のうちから、会長が指名する。 

５ 分科会員は、協議会員のうちから、会長が指名する。 

（庶務） 

第１０条 協議会の庶務は、アカデミー推進部アカデミー推進課において処理する。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。 
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文京区アカデミー推進本部設置要綱 
18文区ア第33号平成18年4月1日区長決定 

21文アア第5号平成21年4月1日改正 

24文アア第821号平成24年4月1日改正 

26文アア第313号平成26年4月1日改正 

 

（設置） 

第１条 文京区アカデミー推進計画に係る施策を総合的に推進するため、文京区アカデミ

ー推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

（1）文京区アカデミー推進計画の策定等に関すること。 

（2）文京区アカデミー推進計画の推進に係る諸施策の調整等に関すること。 

（3）文京区アカデミー推進計画の進行管理に関すること。 

（４）その他、文京区アカデミー推進計画推進のための重要な事項の決定 

（構成） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

２ 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。 

３ 副本部長は、副区長、会計管理者及び教育長の職にある者とし、本部長 

 に事故あるときは、あらかじめ本部長が指定する副本部長がその職務を代理する。 

４ 本部員は、文京区庁議等の設置に関する規則（平成６年３月文京区規則第 

１０号）第４条第１項に規定する者（ただし、前２項に定める者を除く。） 

とする。 

（運営） 

第４条 推進本部は、本部長が招集する。 

２ 本部長は、必要があると認めたときは、本部員以外の者に推進本部への出席を求めるこ

とができる。 

（幹事会） 

第５条 推進本部に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

３ 幹事会は、推進本部に付議する事案について必要な事項を検討し、推進本 

 部に報告する。 

４ 幹事会は、前項の検討を進めるために検討部会を設置することができる。 

５ 幹事会に会長を置き、アカデミー推進部長の職にある者をもって充てる。 

６ 幹事会は、会長が招集する。 

７ その他幹事会に関して必要な事項は、会長が定める。 

（庶務） 

第６条 推進本部及び幹事会の庶務は、アカデミー推進部アカデミー推進課において処理

する。 
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（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、 

本部長が定める。 

 

別 表 （第５条関係） 

所   属 職 

 アカデ ミー推 進 部   ア カ デ ミ ー 推 進 部 長  

 企 画 政 策 部  企 画 課 長  

 企 画 政 策 部  財 政 課 長  

 企 画 政 策 部  広 報 課 長  

 区 民 部  区 民 課 長  

 区 民 部  経 済 課 長  

 アカデ ミー推 進 部   ア カ デ ミ ー 推 進 課 長  

 アカデ ミー推 進 部   観 光 ・ 国 際 担 当 課 長 

 アカデ ミー推 進 部   オリンピック・パラリンピック推進担当課長 

 アカデ ミー推 進 部   ス ポ ー ツ 振 興 課 長 

 福 祉 部  福 祉 政 策 課 長  

 福 祉 部  障 害 福 祉 課 長  

 男女協働子育て支援部   児 童 青 少 年 課 長  

 都 市 計 画 部  都 市 計 画 課 長  

 教育局教育推進部   庶 務 課 長  

 教育局教育推進部   教 育 指 導 課 長  

 教育局教育推進部   教 育 セ ン タ ー 所 長 

 教育局教育推進部   真 砂 中 央 図 書 館 長  

 

  



 

  124  

文京区アカデミー構想（抜粋） 

平成17年11月策定 

１ 背景 

本区は、近代教育発祥の地として、現在でも多くの大学等の教育機関が集積する「文教

のまち」であり、森鴎外、夏目漱石、樋口一葉など近代文学の礎を築いた文人を多く輩出す

るなど文化資産に恵まれた、まさしく｢文の京｣として発展してきた。 

このため、本区では平成13年７月に策定した｢『文の京』の明日を創る｣と題した文京区基

本構想でも、その基本政策の一つを「学ぶ楽しさと生きる智恵を育む」とし、この中でさらに

「地域の教育・文化資源を活かし、学ぶ心を支援する」「『文の京』の伝統を保全しつつ、喜

びと味わいの文化活動を盛んにする」を掲げるなど、生涯学習や文化行政を重点施策と位

置づけ、文化資産を活かした施策を行ってきたところである。 

しかし、これらの施策を推進するためには、生涯学習と文化行政の一体的な運営が求め

られるが、本区ではそれらが教育委員会と区長部局で実施されている状況にあり、さらに横

断的な事業運営を行うための改善が求められる。 

また、ますます多様化、高度化する区民ニーズに応えていくため、大学・企業等との共催

事業等も多く企画されているが、民間的手法と行政の意思決定手順・手続き面で相違があ

るため、迅速に対応することが困難な場合もある。そして、学校教育の教育改革区民会議と

ともに、生涯学習についても、現状の課題を見出し、区民の要望に応えるための体制整備

の早急な検討が必要とされている。 

このような状況から、本年２月には文京区生涯学習推進計画の第２次改定を行った。この

中では、｢区全域を生涯学習のキャンパスに｣という考え方を基本的な視点としながらも、さら

に①教育・文化資源を活用した生涯学習によるまちづくり②新たな協働による生涯学習推

進ネットワークの構築③活力ある地域社会づくりを目指した生涯学習事業の推進④ＩＴを活

かした生涯学習活動への支援等、新たな視点からの生涯学習推進を打ち出している。 

今後は、これらの課題を解決するため、自治基本条例にある協働協治の視点も加えた、

新たな推進体制の整備や施策の展開が求められている。 

 

 

２ 検討の経緯 

（１） 検討組織の設置 

教育委員会生涯学習部では生涯学習推進計画の改定作業と併行し、内部的な検討組

織を設置して、区民ニーズに的確に対応でき、速やかで柔軟な運営や先進的な生涯学習

が展開できる体制づくりについて検討を行なってきた。本年３月にまとめた報告の中で、全

庁的な視点から、更に検討を加える必要があるとの報告がなされた。 

これを受け、本年４月、（仮称）文京アカデミー構想の検討組織として企画政策部内に担

当組織を設置するとともに、関連部署の課長をメンバーとし広く意見集約を行うため本検討

部会が設置された。 

本検討部会は、平成17年４月１日開催の生涯学習推進本部において、「（仮称）文京ア



 

  125  

カデミー構想」について検討する旨の下命を受けて構想の策定に着手し、平成17年４月28

日第１回検討部会の開催以来、７回の検討を重ねた。 

また、この間、教育委員会に報告をするとともに、パブリックコメント、文京区生涯学習推

進協議会等からの意見聴取を行い、本構想を策定した。 

 

（２） 検討の経過 

平成 16年 ４月 教育委員会に（仮称）文京アカデミー構想推進委員会及び 

   同検討部会設置 

 17年 ２月 文京区生涯学習推進計画（第２次改定） 

  ２月 第１回区議会定例会文教委員会報告 

   ｢（仮称）文京アカデミー構想について｣ 

  ３月 教育委員会報告｢（仮称）文京アカデミー構想について｣ 

  ３月 （仮称）文京アカデミー構想推進委員会報告決定 

  ４月 企画政策部に文京アカデミー担当設置 

  ４月 文京区生涯学習推進本部の下に（仮称）文京アカデミー構想検討

部会及び同分科会設置 

  ５月 教育委員会報告｢（仮称）文京アカデミー構想の進捗状況につい

て｣ 

  ６月 第２回区議会定例会文教委員会及び総務区民委員会報告 

   ｢（仮称）文京アカデミー構想の検討状況について｣ 

  ８月 第６回（仮称）文京アカデミー構想検討部会（素案）決定 

  ８月 文京区生涯学習推進本部に素案報告 

  10月 第３回区議会定例会文教委員会及び総務区民委員会報告 

   ｢（仮称）文京アカデミー構想の概要について」 

  10月 第７回（仮称）文京アカデミー構想検討部会（最終報告） 

  11月 教育委員会報告｢（仮称）文京アカデミー構想の最終報告につい

て｣ 

  11月 文京区生涯学習推進本部に最終案報告（決定） 
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３ 構想の意義（目標） 

本構想は、従来からの生涯学習・文化・スポーツ施策の様々な課題について、全庁的な

視点から検討を加えることでより効果的な方策を見出し、区民にとって満足度の高い施策を

提供していくものである。 

例えば、本区の文化施策での課題としては、①文化・芸術活動の拠点である文京シビック

ホールは、区民部が所管し独自の事業展開している一方、生涯学習部においても、ホール

を利用した事業企画を行っており、区としての統一的なコンセプトに欠けてしまう。②ホール

と並び文化・芸術活動の拠点であるギャラリー･シビックなどは生涯学習部が運営しているた

め、一体的な活用が図りにくい。などの課題が生じている。 

また、学習講座などにおいては、①時代の変化により、ますます多様化する区民ニーズに

即応し、かつ、効果的・効率的な行政運営を図る必要がある。②多くの大学等の教育機関

が、生涯学習事業を提供しているという恵まれた環境の中で、それぞれが個性を発揮しなが

らも、共存共栄できるしくみを構築する。などの課題をあげることができる。 

これらの課題を解決することで、「文の京」を象徴する文化施策の拡充に加え、より高度・

専門的な講座や多彩な学習機会の提供、大学施設や民間文化施設の利用拡大、さらに、

学習の成果を地域貢献として還元できるシステム構築など先進的な施策を展開するもので

ある。 

また、本構想の実現手段としては、大学・企業・ＮＰＯなどとの各種ネットワークの構築が

不可欠となるが、これらが機能するためのネットワークセンター機能を行政が積極的に担うな

ど、コーディネーターとしての役割を果たすことが必要である。 

即ち、効率的で柔軟な対応を行うための体制を構築することで｢区内まるごとキャンパス｣

化を実現し、最先端の生涯学習と新たな文化・芸術を区民との協働・協治により、幅広く展

開する｢生涯学習都市・文京｣を築くものである。 

 

〔文京アカデミー構想とは〕 

○最先端の生涯学習を「区内まるごとキャンパス」化して展開する政策名である。 

〔文京アカデミーとは〕 

○生涯学習・文化行政を総合的に推進する組織名である。 
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４ 基本的な方向性 

（１） 多様な学習講座の拡大 

本区では、これまでも民間教育事業者のノウハウを活用した学習講座の開設や、「ＩＴ人

材育成特区講座」など、他自治体と比べても先進的な施策を展開し、多様な学習機会、発

表の場を提供してきた。しかし、近年ますます多様化する区民の学習ニーズに応えるため

には、さらに多彩なカリキュラムの提供が求められている。 

それに応えるために、従来の基礎的、導入的な講座だけではなく、高度・専門的な知的

欲求やキャリアアップに対応する学習機会を提供し、先進的な講座をはじめ、従来にも増

して多様な学習講座の受講を可能とする方策を推進する必要がある。 

 

（２） 大学等の教育・文化資源の活用 

本区は、15もの大学が集積するなど、多数の教育機関を擁しており、従来から学長講演

会、大学公開講座等が行われてきた。こうした地域資源については、社会人大学院の区民

開放、大学図書館の開放など、更にハード、ソフト両面で連携を強化することで、生涯学習

や文化振興を一層充実することが可能である。また、大学や各種法人の文化施設や、そこ

で保有する貴重な資料等の区民の利用拡大を図ることも今後の課題である。 

折りしも、近年では、大学や企業でも地域貢献に対する意欲が高まり、大学におけるエク

ステンションセンターの設置をはじめ、企業メセナも活発に行われている。このため、今後

は行政の果たす役割も自治体の個性に応じたものであるべきであり、大学や企業等との共

存・連携の中で地域資産の一層の活用や、本区の地域特性を活かした文化発信事業行う

などの方策を推進することが求められている。 

 

（３） 学習の成果を活かす 

これまでの生涯学習では、初歩的な趣味、教養講座に軸足を置き講座の企画運営が行

われてきた。受講後のさらなる向上は民間事業者又は、自主サークルなどに委ねられる部

分が多かったといえる。 

また、｢文の京文芸賞｣をはじめ全国的な文化創造・発信事業を実施するなど発表の場

を提供してきたが、さらなる充実が求められる。今後は、高度な知識習得や長期開講講座

を設けるとともに、例えば、他自治体では例のない、区独自の資格制度を設け、資格取得

者には区の実施事業などで学習成果や能力を発揮する機会の提供や講師等として登用

する。 

このように学習成果を活かすことは、地域貢献の場を更に広げ、区民との協働を実践し、

併せて、受講者の学習意欲・達成感を高める方策としても重要である。 
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５ 目標実現のための方策 

（１） ３つのネットワーク 

本区では、これまでも、樋口一葉ゆかりの地域と協働した「一葉物語事業」をはじめ、新聞

社との共催による「英国科学実験講座・クリスマスレクチャー」、区民参加型事業である「区民

オペラ」などの文化創造事業や、学習講座ではゼミ方式による「区民大学院」を開設するな

ど、先駆的な事業に取り組んできた。今後は、これらの事業を充実・拡大するとともに、新た

な方策を講じていくものである。 

そのためには、本区の特性である、大学をはじめとした多くの教育機関、文化施設などの

地域資産を活用し、区民に様々な形で還元していくことが必要である。地域資産を点から面

への広がりとして展開を図り、それぞれが補完しあい、より活性化するためのネットワーク化

が不可欠であり、行政はネットワークセンターとしての機能を積極的に担い、先導的な役割

を果たしていかなければならない。すでに各大学とは16年度から生涯学習担当者の連絡会

を設け、連携のための検討に着手しているが、今後は、企業等も加えた区民参画による実

効性のあるネットワークづくりを進めていくものである。 

本構想では、これらの多様な事業展開を目指し、次の３つのネットワークを構築する。 

 

〔図１：３つのネットワーク〕 
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① 学びのネットワークの構築 

区と区内大学との協力関係は、公開講座、連携講座をはじめ、｢ＩＴ人材育成特区講座｣

を共催実施するなど、徐々に確立しつつあるが、更に、大学等を地域に浸透させていくた

めには、区が区民と大学との橋渡しを推進することで講座等へ区民意見を一層反映する

しくみを構築していくことが求められている。 

また、企業による地域貢献事業も活発に行われてきているが、区民が望んでいる事業

テーマの把握、集客のための方策、地域ＰＲのノウハウなどに苦慮している。これらは行政

との協働により解決できることも多い。さらには、NPO等の活動も目覚しく、その内容も多

様であり充実したものとなっている。 

今後は、生涯学習担当者連絡会に区民、企業等も加え、定期的に開催することで総合

的な事業調整を図るとともに、情報交換を行うことで相互が機能し、また補える体制を構築

する。 

 

② 教育・文化資産のネットワークの構築 

区内の大学・企業等との関係については、従前からの一定の関係は担保されているも

のの、｢区内まるごとキャンパス｣とまでには至っていない。多くの区民から要望のある大学

図書館や体育施設開放などもその実現数はまだ少ない。しかし、大学・企業にとっても地

域貢献の重要性が認知された現在、行政が相互にメリットを感じることのできる提案を積

極的に行うことで、施設開放をはじめ、保有資料などの公開を働きかけていく。 

また、区内に多く存在する博物館・美術館等の連携を深め、集客力アップのための共

同企画や共同ＰＲなどの検討を行う。さらに、本区には野球博物館、サッカーミュージアム、

講道館のスポーツの殿堂が集積していることから、それぞれとの連携事業も検討してい

く。 

 

③ 人づくりネットワークの構築 

従来、生涯学習では、初級クラスを中心とした趣味・教養講座を開設することで、区民

に自己実現の場を提供してきた。しかし、本構想ではさらに、区独自の資格制度を設け、

インタープリターや（仮称）生涯学習士などの養成講座などを設けることで、修了者に対し

キャリアアップや地域貢献などの活躍の場を広く提供するものである。このため、行政、大

学、ＮＰＯ、企業等との連携により、それぞれが求める人材情報や活躍の場の情報を交

換・共有する、人づくりのネットワークを構築し、区民の高度な知的欲求を満たす方策を講

じていく。 

また、文化・芸術活動においても、若手アーティストを中心にホールなどの既存の施設

にとどまらず、商店街・公園などの屋外施設など、まち全体に発表の場を確保することで、

新たな文化芸術活動を担う人材を育成していく。 
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文京区2020年東京オリンピック・パラリンピック取組基本方針 

平成27年２月策定 

１ 趣旨 

  2020年に向けて、スポーツのみならず、経済や文化、観光、国際交流、教育など、様々な分野で

取組が必要であり、大会終了後を見据えながら、全庁一丸となって東京オリンピック・パラリンピッ

クを成功させるための取組基本方針とする。 
 

２ 取組の方針 

 （1）スポーツ、文化を普及し発展させる 

  ・アスリートの育成 

  ・スポーツの推進   

  ・障害者スポーツの普及・促進 

  ・歴史、文化の紹介 

  ・文化イベントの実施 

（2）国内外からのお客様を迎えるため、観光・商業の活性化を行う 

  ・観光促進 

  ・商業振興 

 （3）大会に向けて気運を高め、区全体でおもてなしをする 

  ・ボランティアの養成 

  ・多言語対応 

  ・国際理解の推進 

  ・心のバリアフリーの推進 

  ・学校教育におけるオリンピック・パラリンピックの理解 

  ・気運の醸成 

  ・協力体制の構築 

 （4）大会を成功させるための準備を行う 

  ・練習会場の誘致 

  ・バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化 

  ・多言語化の推進 

  ・施設整備、改修 

  ・環境整備 

  ・防犯、防災の推進 
 

３ 取組によるレガシー 

  ・スポーツ、文化の振興 

  ・スポーツ施設の整備・拡充 

  ・国内外からの観光客等の増加 

  ・文の京の認知度の向上 

  ・区内経済の発展 

  ・ボランティア制度の確立 

  ・区内の協力・連携体制の強化 

  ・バリアフリー化などインフラ整備の充実  
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用語解説 
あ行 

アーカイブ 古文書・公文書・映像等の資料を記録・保存すること、及びその保管

所・機関を言う。文京区では、区民所有の映像資料をデジタル化して

保存し・活用するデジタル・アーカイブ事業を行っている。 

アフターコンベンション 見本市、シンポジウム、博覧会等、大きな会議のあとの催しや懇親

会。 

新たな公共 これまで地方自治体が提供主体と認識されてきた公共的サービスに

ついて、地方自治体だけでなく、区民、地域活動団体、ＮＰＯ（非営利

活動団体）、事業者等地域の様々な主体が担うことを言う。 

ウォークラリー グループ単位で参加し、途中で与えられる課題を解決しながら、設定

された一定の時間で目的地を目指し、野外を歩くスポーツ。日本で考

案された、ハイキングの一種。 

か行 

観潮楼 森鷗外が後半生を過ごした団子坂上、駒込千駄木町（現、千駄木1丁

目）の住居。2階の書斎から東京湾が遥かに見えたとされるので、観

潮楼と名づけられた。 

明治25年（1892）、鷗外は同じ駒込千駄木町（現、向丘2丁目）からこ

の地に移り、大正11年（1922）に没するまでのおよそ30年を過ごし、

『青年』『雁』『高瀬舟』等、数々の名作を著した。明治40年（1907）から

ここで鷗外主催の歌会（観潮楼歌会）が催され、佐佐木信綱、与謝野

鉄幹、伊藤左千夫、石川啄木等も参加した。 

平成24年11月1日、森鷗外生誕150年を記念し、この跡地に文京区立

森鷗外記念館が開館した。 

公益財団法人文京アカデミー コミュニティの育成、文化芸術の振興及び生涯学習の推進に寄与し、

もって地域社会の発展と豊かな区民生活の形成に資することを目的

として、区が全額出資をして設立した公益財団法人。 

区内19大学 跡見学園女子大学、お茶の水女子大学、国際仏教学大学院大学、

順天堂大学、拓殖大学、中央大学（理工学部）、筑波大学（東京キャ

ンパス文京校舎）、貞静学園短期大学、東京大学、東京医科歯科大

学、東邦音楽大学・東邦音楽短期大学、東洋大学、東洋学園大学、

日本医科大学、日本社会事業大学、日本女子大学、日本薬科大学

（お茶の水キャンパス）、文京学院大学、放送大学（東京文京学習セ

ンター）（平成28年１月現在） 

さ行 

社会教育関係団体 文京区では、社会教育法第10条に規定されている団体を「文京区社

会教育関係団体登録要綱」に基づき、生涯学習の振興と社会教育関

係の団体の育成を図ることを目的として登録している。 

スポーツリーダー 区からの委嘱を受けて、種目ごとに実技指導を行う指導者のこと。 

スポーツ基本法 スポーツに関し、基本理念を定め、ならびに国及び地方公共団体の

責務ならびにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポー

ツに関する施策の基本となる事項を定めるもので、平成23年８月から

施行された。 

スポーツ指導者 スポーツ推進委員、スポーツリーダーやスポーツ交流ひろばの指導

員等、地域の生涯スポーツ・レクリエーション等の普及・振興及び区

民の自主的なスポーツ活動を支援する人。 
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スポーツ推進委員 スポーツ基本法に基づき、区から委嘱された非常勤公務員で、スポ

ーツの実技指導とスポーツに関する指導・助言を行うとともに、区民と

行政を結ぶスポーツコーディネーターとしての役割を担っている。ス

ポーツ基本法の施行により、平成23年８月から「体育指導委員」は

「スポーツ推進委員」へ名称が変更となった。 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ） 人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型のウェブサイ

ト。友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段や場を提供し

たり、趣味や嗜好、居住地域、出身校、あるいは「友人の友人」といっ

たつながりを通じて新たな人間関係を構築する場を提供する、会員

制のサービスのこと。フェイスブック・ツイッター等。 

た行 

地域アカデミー 区民の学習・文化活動の拠点として、生涯学習の充実、振興を図るこ

とを目的とした施設。湯島、音羽、千石、茗台、向丘の５施設がある。 

通訳クラウドサービス インターネット等のネットワークを通じて、端末を利用して外国語から

日本語への通訳サービスを提供する。 

東京シティアイ 

 

旧東京中央郵便局跡地JPタワー・KITTE内に設置された、総合インフ

ォメーションセンターの名称。日本各地の観光案内パンフレットが並

び、文京区の観光情報も扱っている。 

ドッヂビー ウレタンとナイロンを使用した柔らかい円盤型のディスクを使い、ふた

つのチームに分かれ、ドッヂボールに似たルールで対戦するニュー

スポーツの一種。 

な行 

ニュースポーツ 勝敗よりも、年齢や体力に関わらず、楽しむことや人との交流を目的

に、もとからある種目のエッセンスを活かしつつ、ルールや道具を改

良したものや新たに創案されたもの。あるいは外国から新しく入って

きたスポーツの総称で、子どもの体力向上や中高年の健康維持・増

進、高齢者の介護予防等、様々な分野で活用されている。 

ノルディックウォーキング ２本のポール（ストック）を使って歩行運動を補助し、運動効果をより

増強するフィットネスエクササイズの一種。クロスカントリースキーチ

ームの夏場のトレーニングとしてフィンランドで始まった。 

は行 

ハラール イスラム法において「許可された」「合法的」という意味であり、生活全

般に関わる言葉。「食」においては、イスラムの教義に則って食べるこ

とが許可されたものを指す。 

「文の京」自治基本条例 文京区の自治の理念や基本的なしくみを明らかにした文京区の自治

に関する基本条例として平成17年４月に施行された。 

文の京生涯学習司 生涯学習に関する一定の知識とスキルを習得し、生涯学習事業を企

画・調整できる地域のリーダーとして文京区が認定した人。 

文の京地域文化インタープリター 地域文化の価値を理解するために必要な知識や技術を習得した文

京区の文化資源の案内役として文京区が認定した人。 

文京アカデミアサポーター 講座の運営を支援するために、基礎知識を習得し、生涯学習等に貢

献する人。 

文京区まち・ひと・しごと創生総合戦略 平成26年11月に、急速な少子高齢化の進展及び人口減少に対応す

るため、まち・ひと・しごと創生法が公布され、各地方公共団体におい

て、平成27年度中に「地方人口ビジョン」及び「地方版まち・ひと・しご

と創生総合戦略」の策定が努力義務とされた。それを受け、区では平

成22年６月に策定した文京区基本構想を推進するための一つのツー

ルとして「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」を策定している。 
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文京花の五大まつり 緑豊かなまちを楽しんでいただくために、毎年行う、四季折々の花（さ

くら、つつじ、あじさい、菊、梅の５つ）をテーマにしたまつり。 

ボッチャ パラリンピックの正式種目で、重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢

重度機能障害者のために考案されたスポーツ。ジャックボール（目標

球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ６球ずつのボールを

投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づけるか

を競う。 

ま行 

メセナ活動 文化・芸術活動に対する企業の支援活動。 

ら行 

レファレンスサービス 図書館等で資料・情報を求める利用者に対して提供される、文献の

紹介・提供等の援助を言う。 

A～Z 

MICE（マイス） 会議（Meeting）、報奨・研修旅行（ Incentive（Travel））、国際会議

（Convention）、イベント、展示会・見本市（Event・Exbition）のこと。会

議等の開催により、来訪者の増大や各種分野への経済効果等が期

待される。 

 

 

略称 

本文では、略称・通称名で記載しています 

正式名称 略称 

公益財団法人 日本サッカー協会 日本サッカー協会 

公益財団法人 講道館 講道館 

株式会社 読売巨人軍 読売巨人軍 

公益財団法人 東京フィルハーモーニー 

交響楽団 

東京フィルハーモーニー 

交響楽団 

一般社団法人 ジャパン・シンフォニック・ 

ウィンズ 
シエナ・ウインド・オーケストラ 

公益財団法人 鼓童文化財団 鼓童 
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